
鯵

’
140

Ｎ
Ｈ
Ｋ
受
信
料
集
金
等
受
託
者
に
対
す
る
即
時
解
約
の
法
的
是
非
謹
秤
一
訪
薮
鵠
稲
た
翻
零

労
働
判
例
研
究
…
：
労
働
判
例
研
究
会
中
内
哲
γ
瞳
受
託
誉
繊
農
…
権
書
審

華
一
に
受
信
者
の
転
居
先
を
把
握
す
る
た
め
の

一
三
一
一
三
三
三
一
三
三
一
三
一
三
三
三
三
三
三
一
三
三
三
三
三
一
三
三
三
三
三
三
一
三
三
一
三
三
一
三
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
三
一
一
一
一
三
一
三
三
三
三
一
一
一
三
三
一
三
三
一
一
一
三
三
一
三
三
三
三
三
二
三
三
三
三
三
三
三
三
三
二
三
一
一
三
三
三
三
一
三
一
三
三
二
一
一
三
三
二
三
三
三
三
一
一
三
三
一
三
三
一
三
三
三
一
一
三
三
三
三
一
三
一
一
一
三
一
三
三
三
一
三
三
三
三
三
三
三
三
三
一
三
調
査
（
転
居
先
不
明
調
査
）
を
し
ば
し
ば
実

託
契
約
に
基
づ
き
当
該
業
務
に
従
事
す
る
者
業
務
は
受
信
料
の
集
金
や
放
送
受
信
契
約
の

を
「
受
託
者
」
と
い
う
）
。
取
次
、
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
業
務
等
六
つ
に

本
件
は
、
不
祥
事
を
発
端
と
し
た
受
信
料
不
払
い
の
増
大
で
注
目
を
浴
び
る
Ｎ
Ｈ
Ｋ

鯵
事
実
の
概
要
か
わ
ら
ず
、
直
ち
に
こ
の
契
約
を
解
約
す
る

（
日
本
放
送
協
会
）
と
、
ま
さ
に
そ
の
集
金
業
務
等
に
携
わ
る
受
託
者
と
の
法
的
関
係
如
こ
と
が
で
き
る
」
旨
、
同
一
四
条
は
契
約
期

何
が
争
点
と
な
っ
た
初
の
事
案
で
あ
る
。
受
託
者
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
と
の
間
に
委
託
契
約
を
締
結
１
放
送
法
に
基
づ
く
公
共
放
送
機
関
で
間
を
一
一
一
年
と
定
め
て
い
る
。

す
る
が
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
か
ら
不
正
な
事
務
処
理
を
省
め
ら
れ
て
当
該
契
約
を
即
時
解
約
さ
れ
た
あ
る
Ｙ
（
被
告
・
被
控
訴
人
）
は
、
放
送
受
本
件
は
、
当
該
契
約
が
労
働
契
約
に
該
当

本
件
原
告
は
、
解
一
展
権
濫
用
法
理
を
根
拠
に
そ
の
無
効
確
認
等
請
求
訴
訟
を
提
起
す
る
。
信
契
約
を
締
結
し
た
受
信
者
か
ら
支
払
わ
れ
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
右
即
時
解
約
を
解
雇

こ
れ
は
、
右
委
託
契
約
の
「
労
働
契
約
」
該
当
性
を
前
提
と
し
て
い
た
。
る
受
信
料
を
ほ
ぼ
唯
一
の
財
源
と
し
て
運
営
と
捉
え
た
Ｘ
が
そ
の
無
効
確
認
等
を
訴
え
た

裁
判
例
は
、
労
務
提
供
者
と
労
務
受
領
者
と
の
取
決
め
の
「
労
働
契
約
」
性
が
争
わ
れ
さ
れ
て
い
る
。
Ｘ
（
原
告
・
控
訴
人
）
は
、
も
の
で
あ
る
。
原
審
（
東
京
地
八
王
子
支
判

た
場
合
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
を
総
合
衡
量
し
両
者
間
に
実
質
的
な
使
用
従
属
関
係
が
存
在

一
九
八
五
（
昭
和
六
○
）
年
三
月
四
日
以
平
一
四
・
一
一
・
一
八
労
判
八
六
八
号
八
一

す
る
か
否
か
に
よ
っ
て
判
断
す
る
と
い
う
枠
組
み
を
こ
れ
ま
で
に
形
成
し
て
い
る
。
本
判
降
、
当
該
契
約
の
取
次
業
務
や
受
信
料
の
集
頁
）
は
結
論
に
お
い
て
Ｘ
の
請
求
を
斥
け
た

決
は
、
そ
れ
を
採
用
し
て
本
件
委
託
契
約
の
「
労
働
契
約
」
性
を
否
定
す
る
結
論
に
至
る
金
業
務
等
を
行
う
契
約
（
以
下
、
本
件
委
託
た
め
、
Ｘ
が
控
訴
に
及
ぶ
。

契
約
）
を
Ｙ
と
の
間
で
締
結
・
更
新
し
て
、
２
Ｙ
と
受
託
者
と
は
一
般
に
以
下
の
よ

が
、
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
本
件
へ
の
当
該
枠
組
み
の
具
体
的
な
あ
て
は
め
で
あ
ろ
う
。

右
業
務
に
従
事
し
て
き
た
（
以
下
、
本
件
委
う
な
関
係
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
①
受
託

な
お
、
右
委
託
契
約
に
は
、
同
種
事
案
で
は
珍
し
い
再
委
託
条
項
が
含
ま
れ
て
い
る
。

Ｅ
刀
匡
う
こ
塁
一
う
諺
割
当
亥
鴬
舟
こ
吃
冒
ｒ
，
ワ
ヱ
ョ
陰
帯
土
一
を
一
三
コ
斗
７
三
ミ
こ
つ
ｉ
烏
一
竪
乙
一
一
一
一
コ
ど
う
フ

事
務
処
理
を
行
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
Ｘ

Ｎ
Ｈ
Ｋ
西
東
京
営
業
セ
ン
タ
ー
（
受
信
料
集
金
等
受
託
者
）
事
件

は
、
こ
れ
に
対
す
る
弁
解
の
機
会
を
与
え
ら

墓
凧
高
等
裁
判
所
平
成
一
五
年
八
月
一
一
七
日
判
決
（
平
一
四
㈱
六
四
八
七
号
、
解
雇
無
効
確
認
等
諦
求
控
訴
事
件
）
労
判
八
六
八
号
七
五
頁
れ
た
が
、
一
九
九
五
（
平
成
七
）
年
四
月
五

〔
原
審
】
東
京
地
方
裁
判
所
八
王
子
支
部
判
決
・
平
成
一
四
年
一
一
月
一
八
日
労
判
八
六
八
号
八
一
頁
１
１
冒
一
可
一
卜
Ｅ
鯵
璽
目
こ
に
‐
卜
滝
で
Ｅ
２
勺
診
」

一

施
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
一
九
九
四
（
平
成

日
付
で
右
不
正
を
理
由
に
本
件
委
託
契
約
を

Ｙ
か
ら
即
時
解
約
さ
れ
た
（
以
下
、
本
件
即

時
解
約
）
。
な
お
、
同
契
約
一
五
条
一
項
は
、

受
託
者
．
Ｙ
「
い
ず
れ
か
が
、
こ
の
契
約
上

の
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
他
の

一
方
は
、
前
条
の
規
定
（
契
約
期
間
）
に
か

契
機
に
、
西
東
京
営
業
セ
ン
タ
ー
に
所
属
す

る
Ｘ
が
同
年
四
月
以
降
に
四
九
件
の
不
正
な
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一
本
判
決
の
位
置
づ
け

形
式
上
は
労
働
契
約
で
は
な
い
取
決
め
に

基
づ
い
て
何
ら
か
の
労
務
を
提
供
す
る
者

（
労
務
提
供
者
）
と
そ
れ
を
受
領
す
る
者

（
労
務
受
領
者
）
と
の
法
的
関
係
が
問
わ
れ

た
本
件
の
よ
う
な
訴
訟
は
、
こ
れ
ま
で
に
も

数
多
く
提
起
さ
れ
て
い
錘
。
そ
れ
ら
を
原
告

た
る
労
務
提
供
者
側
の
主
張
・
当
該
訴
訟
で

の
請
求
内
容
に
着
目
し
て
鳥
耐
す
れ
ば
、
少

な
く
と
も
次
の
大
き
な
三
つ
の
類
型
が
看
取

で
き
る
。
そ
の
第
一
は
、
労
務
提
供
者
の
労

災
給
付
申
請
に
対
す
る
不
支
給
処
分
の
取
消

し
を
求
め
る
事
案
（
労
災
行
政
訴
識
）
、
第

一
一
は
、
労
務
提
供
者
が
労
務
受
領
者
に
対
し

て
労
基
法
上
の
権
利
を
主
張
す
る
事
蕊
、
第

三
は
、
労
務
受
領
者
と
締
結
し
て
い
た
取
決

め
を
労
働
契
約
と
把
握
す
る
こ
と
を
前
提
と

し
て
、
当
該
取
決
め
の
解
除
・
解
約
を
な
し

た
労
務
受
領
者
を
相
手
方
に
、
労
務
提
供
者

が
解
雇
権
濫
用
法
理
（
平
成
一
五
年
法
律
一

○
四
号
に
よ
る
改
正
労
基
法
一
八
条
の
二
挿

入
以
前
に
お
け
る
判
例
法
理
）
の
援
用
を
主

控
訴
棄
却

「
Ｘ
の
本
訴
請
求
は
、
本
件
委
託
契
約
が

労
働
契
約
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
」
か

ら
、
「
本
件
委
託
契
約
を
労
働
契
約
と
認
め

る
の
が
相
当
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
…
検
討

を
加
え
る
。
」

事
実
の
概
要
２
⑩
～
⑬
に
見
ら
れ
る
「
受

託
業
務
の
画
一
的
処
理
の
要
請
、
Ｙ
の
…
指

示
・
指
導
あ
る
い
は
要
求
の
内
容
は
、
委
託

業
務
が
放
送
法
…
［
等
］
に
基
づ
く
も
の
で

あ
り
、
か
つ
、
Ｙ
の
事
業
規
模
が
全
国
に
わ

た
る
広
範
囲
に
分
布
す
る
視
聴
者
か
ら
の
公

的
料
金
の
確
保
と
い
う
性
質
上
必
要
か
つ
合

理
的
な
も
の
と
認
め
ら
れ
る
性
質
の
も
の
で

あ
り
、
…
こ
の
よ
う
な
契
約
の
一
側
面
の
み

を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
［
Ｙ
と
受
託

者
と
の
間
に
〕
労
働
契
約
性
を
基
礎
づ
け
る

使
用
従
属
関
係
が
あ
る
も
の
と
速
断
す
る
こ

と
は
相
当
と
は
い
い
難
い
」
。
加
え
て
、
事

，
実
の
概
要
２
①
②
④
～
⑨
等
に
鑑
み
れ
ば

と
、
当
該
両
者
間
に
は
「
契
約
の
重
要
か
つ

本
質
的
な
部
分
に
わ
た
っ
て
労
働
契
約
と
は

お
よ
そ
相
入
れ
な
い
異
質
の
諸
事
情
が
多
々

認
め
ら
れ
る
」
．

そ
う
す
る
と
、
「
本
件
委
託
契
約
に
つ
い

事
務
手
続
に
つ
い
て
は
画
一
的
・
固
定
的
な

処
理
を
厳
し
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。

鱗
１
判
旨

限
定
さ
れ
る
（
本
件
委
託
契
約
一
条
）
。
②

受
信
者
宅
を
訪
問
す
る
日
時
・
場
所
・
巡
回

方
法
等
、
右
業
務
を
遂
行
す
る
具
体
的
方
法

は
受
託
者
の
自
由
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
お

り
、
③
そ
の
業
務
従
事
日
数
・
時
間
は
個
々

人
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
。
④
受
託
者
は

自
由
に
兼
業
す
る
こ
と
が
で
き
、
⑤
受
託
業

務
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
再
委
託
さ
え
も
Ｙ

に
通
知
す
れ
ば
可
能
で
あ
っ
て
（
同
四

条
）
、
⑥
実
際
に
再
委
託
し
て
い
る
者
が
一

定
数
存
在
す
る
。
⑦
月
例
事
務
謎
や
年
二
回

の
報
奨
金
等
、
Ｙ
か
ら
支
払
わ
れ
る
報
酬

は
、
専
ら
放
送
受
信
契
約
取
次
数
や
受
信
料

収
納
枚
数
等
に
基
づ
く
出
来
高
払
い
で
あ
り

．
（
同
九
条
）
、
③
税
法
上
事
業
所
得
と
扱
わ

れ
、
受
託
者
は
各
自
確
定
申
告
を
行
っ
て
い

る
。
⑨
受
託
者
を
規
制
す
る
就
業
規
則
は
存

在
し
な
い
。

他
方
、
⑩
Ｙ
は
受
託
者
に
各
業
務
の
目
標

値
を
設
定
し
（
本
件
委
託
契
約
五
条
二

項
）
、
こ
れ
を
達
成
す
る
た
め
の
計
画
書
を

受
託
者
か
ら
提
出
さ
せ
（
目
標
達
成
へ
の
努

力
義
務
・
同
六
条
一
項
）
、
必
要
と
判
断
し

た
場
合
に
は
当
該
計
画
書
の
修
正
も
求
め
て

い
る
。
⑪
受
託
者
は
毎
週
、
指
定
さ
れ
た
場

所
に
出
局
し
て
Ｙ
に
業
務
状
況
を
報
告
す
る

等
の
ほ
か
、
業
績
の
達
成
度
に
応
じ
て
受
託

業
務
全
般
に
つ
い
て
段
階
的
に
詳
細
な
指
示

・
指
導
を
Ｙ
か
ら
受
け
る
と
と
も
に
（
同
八

条
）
、
⑫
業
務
用
備
品
類
の
使
用
を
義
務
づ

け
ら
れ
（
同
一
○
条
）
、
⑬
金
銭
に
関
わ
る

鯵
ｌ
研
究
判
旨
疑
問

て
Ｘ
と
Ｙ
と
の
間
に
使
用
従
属
関
係
を
認
め

る
こ
と
は
困
難
…
で
あ
り
、
…
本
件
委
託
契

約
が
労
働
契
約
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る

Ｘ
の
本
訴
請
求
は
、
そ
の
前
提
を
欠
く
こ
と

と
な
る
か
ら
、
…
棄
却
を
免
れ
な
い
。
」

張
し
そ
の
無
効
を
求
め
る
事
案
で
あ
誕
・

近
時
こ
れ
ら
に
取
り
組
む
裁
判
所
は
、
右

第
一
お
よ
び
第
二
類
型
の
事
案
で
は
、
労
務

提
供
者
が
労
基
法
九
条
に
い
う
「
労
働
者
」

に
あ
た
る
か
、
他
方
、
第
三
類
型
の
事
案
で

は
、
労
務
提
供
者
と
労
務
受
領
者
と
の
契
約

が
「
労
働
契
約
」
に
該
当
す
る
か
と
い
う
観

点
か
ら
検
証
を
進
め
る
傾
向
に
あ
る
と
い
え

（
５
）る

。
も
っ
と
も
、
前
者
の
「
労
働
者
」
性
判

断
で
あ
れ
後
者
の
「
労
働
契
約
」
性
判
断
で

あ
れ
、
そ
の
枠
組
み
の
内
実
は
異
な
る
わ
け

で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
い
ず
れ
に
お
い
て

も
、
新
宿
労
基
署
長
（
映
画
撮
影
技
師
）
事

件
（
東
京
高
判
平
一
四
・
七
・
二
労
判
八

三
二
号
一
三
頁
）
が
整
理
・
指
摘
し
た
諸
要

素
、
具
体
的
に
は
、
ア
業
務
遂
行
上
の
指

揮
監
督
関
係
の
存
否
・
内
容
、
イ
支
払
わ

れ
る
報
酬
の
性
格
・
額
、
ウ
当
該
二
者
間

に
お
け
る
具
体
的
な
仕
事
の
依
頼
・
業
務
指

示
等
に
対
す
る
諾
否
の
自
由
、
エ
時
間
的

・
場
所
的
拘
束
性
の
有
無
や
程
度
、
オ
労

務
提
供
の
代
替
性
、
力
業
務
用
機
材
等
の

負
担
関
係
、
キ
専
属
性
の
程
度
、
ク
服

務
規
律
の
適
用
の
有
無
、
ケ
公
的
負
担
関

係
（
の
全
部
も
し
く
は
一
部
）
を
用
い
た
総

合
衡
逓
に
よ
っ
て
当
該
両
者
間
に
お
け
る
実

質
的
な
「
使
用
従
属
関
係
」
の
成
否
が
判
断

さ
れ
、
そ
の
結
果
が
「
労
働
者
」
性
「
労
働

（
６
）

契
約
」
性
を
決
す
る
か
ら
で
あ
る
。

本
件
は
、
Ｙ
に
よ
る
本
件
委
託
契
約
の
即

時
解
約
に
対
し
Ｘ
が
解
雇
権
濫
用
法
理
の
援

119-ＮＨＫ受信料梨金等受託者に対する即時解約の法的是非



り
、

ょ
う
に
右
ア
ー
ヶ
の
う
ち
ウ
を
除
く
八
要
素

を
用
い
て
、
Ｙ
と
受
託
者
と
の
使
用
従
属
関

係
を
否
定
し
Ｘ
の
請
求
を
斥
け
た
と
捉
え
ら

れ
る
。
以
上
か
ら
す
れ
ば
、
東
京
高
裁
は
、

判
断
枠
組
み
と
し
て
は
従
来
の
裁
判
例
で
培

わ
れ
た
そ
れ
を
踏
襲
す
る
こ
と
で
、
初
め
て

接
す
る
Ｎ
Ｈ
Ｋ
対
受
託
者
の
率
案
に
対
応
し

た
と
い
え
よ
う
。

二
原
審
判
決
と
の
対
比

原
審
（
東
京
地
八
王
子
支
判
平
一
四
・
一

一
・
一
八
労
判
八
六
八
号
八
一
頁
）
も
、
本

判
決
と
同
様
、
本
件
に
臨
む
に
あ
た
り
「
労

仙
契
約
」
性
に
関
す
る
従
来
の
裁
判
例
に
お

け
る
判
断
枠
組
み
を
採
用
し
た
が
、
そ
の
具

体
的
適
用
・
評
価
は
、
本
判
決
と
異
な
っ
て

い
る
。

八
王
子
支
部
は
、
本
判
決
と
ほ
ぼ
同
じ
認

定
事
実
を
基
盤
と
し
な
が
ら
、
受
託
業
務
が

比
較
的
単
純
作
業
で
あ
る
こ
と
（
事
実
の
概

要
２
①
．
前
記
要
素
ア
参
照
）
、
Ｙ
が
受
託

者
を
正
規
の
職
員
に
準
じ
て
組
織
の
一
員
と

し
た
運
営
を
行
い
、
個
々
の
受
託
者
の
業
務

遂
行
状
況
を
常
に
把
握
・
監
督
し
て
い
る
こ

と
（
⑩
～
⑬
・
ア
、
力
参
照
）
、
出
来
高
払

い
報
酬
の
算
出
根
拠
と
な
る
契
約
取
次
数
や

収
納
件
数
は
受
託
者
の
労
働
の
結
果
と
し
て

の
実
績
で
も
あ
る
こ
と
（
⑦
・
イ
参
照
）
、

用
を
主
張
し
た
期
案
で
あ

に
該
当
す
る
。
本
判
決
は

し
て
は
い
な
い
も
の
の
、

一

一

；
、

企

一

右
第
三
類
型

一
般
論
を
提
示

か
か
る
三
点
の
評
価
を
下
し
た
上
で
、
Ｙ
と

受
託
者
と
の
間
に
は
「
単
な
る
請
負
的
要
素

を
加
味
し
た
委
任
契
約
の
予
定
す
る
と
こ
ろ

を
超
え
た
指
揮
監
督
関
係
が
…
あ
り
、
本
件

委
託
契
約
は
労
働
契
約
の
性
質
を
有
す
る
」

と
判
示
し
た
（
当
裁
判
所
の
判
断
１
②
労
判

八
六
八
号
八
四
頁
以
下
参
照
）
。

つ
ま
り
、
原
審
判
決
は
、
ア
、
イ
、
力
の

各
要
素
と
関
わ
る
①
⑦
⑩
～
⑬
を
本
件
委
託

契
約
の
「
労
伽
契
約
」
性
を
肯
定
す
る
穂
極

的
事
情
と
し
て
位
置
づ
け
、
い
っ
た
ん
は
Ｘ

Ｙ
間
に
労
働
契
約
関
係
の
成
立
を
認
め
た
の

で
あ
る
（
但
し
、
本
件
即
時
解
約
を
是
認
し

（
７
）

て
Ｘ
の
請
求
を
粟
却
）
。
な
お
、
再
委
託
条

項
は
（
⑤
・
オ
参
照
）
、
そ
の
活
用
者
が
全

体
の
一
二
％
に
す
ぎ
ず
（
⑥
）
、
受
託
者
の

多
く
が
自
ら
業
務
に
当
た
っ
て
い
る
た
め
、

本
件
委
託
契
約
の
「
労
働
契
約
」
性
を
否
定

す
る
理
由
に
あ
た
ら
な
い
旨
評
価
さ
れ
た

（
当
裁
判
所
の
判
断
１
②
労
判
八
六
八
号
八

五
頁
参
照
）
。

こ
れ
に
対
し
て
本
判
決
は
、
１
．
受
託
業

務
が
放
送
法
等
に
基
づ
く
こ
と
・
全
国
の
受

信
者
か
ら
の
公
的
料
金
の
確
保
を
根
拠
に
、

受
託
業
務
の
画
一
的
処
理
の
要
請
、
Ｙ
の
指

示
・
指
導
・
要
求
の
内
容
は
、
「
必
要
か
つ

合
理
的
な
も
の
」
と
述
べ
て
、
要
素
ア
を
肯

定
す
る
事
実
と
し
て
原
審
が
取
り
上
げ
た
⑩

～
⑬
に
対
す
る
評
価
を
か
な
り
後
退
さ
せ
、

２
．
要
素
エ
に
関
わ
る
②
、
キ
に
関
わ
る

④
、
ク
に
関
わ
る
⑨
、
ケ
に
関
わ
る
⑧
の
諸

事
実
に
本
件
委
託
契
約
の
「
労
働
契
約
」
性

を
否
定
す
る
事
情
と
し
て
注
目
し
、
さ
ら

に
、
３
．
要
素
ア
に
関
わ
る
①
に
つ
い
て
は

「
労
働
契
約
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
広
範
な
労

務
提
供
義
務
と
は
全
く
異
質
」
で
あ
る
、
イ

に
関
わ
る
⑦
に
つ
い
て
は
「
算
出
方
法
は
要

す
る
に
出
来
高
払
い
方
式
で
あ
っ
て
、
一
定

時
間
の
労
務
提
供
の
対
価
で
あ
る
賃
金
と
は

質
的
に
異
な
」
る
、
オ
に
関
わ
る
⑤
に
つ
い

て
は
「
再
委
託
が
是
認
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の

実
績
が
あ
る
と
い
う
事
実
自
体
が
労
働
契
約

性
を
否
定
す
る
要
素
の
一
つ
に
加
え
ら
れ

（
８
）

る
」
と
評
価
し
て
（
当
裁
判
所
の
判
断
３
労

判
八
六
八
号
八
○
頁
以
下
参
照
）
、
こ
れ
ら

諸
要
素
に
対
す
る
原
審
で
の
評
価
を
逆
転
さ

せ
た
。
以
上
の
三
点
を
踏
ま
え
、
本
件
委
託

契
約
の
「
労
働
契
約
」
性
自
体
を
否
定
す
る

結
論
が
導
出
さ
れ
て
い
る
。

三
本
判
決
に
対
す
る
評
価
等

１
本
判
決
だ
け
で
な
く
原
審
判
決
も
、

か
な
り
詳
細
な
事
実
認
定
を
行
っ
て
、
労
働

事
件
に
初
め
て
登
場
し
た
受
託
者
が
Ｎ
Ｈ
Ｋ

に
対
し
て
い
か
な
る
地
位
・
立
場
に
置
か
れ

る
の
か
を
描
き
出
す
こ
と
に
は
成
功
し
た
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
本
件
訴
訟
を
提
起
し
た
受
託
者

た
る
Ｘ
個
人
が
、
本
件
委
託
契
約
に
基
づ
く

業
務
遂
行
に
際
し
て
、
具
体
的
に
い
か
な
る

実
態
に
あ
っ
た
の
か
は
浮
か
び
上
が
っ
て
こ

な
い
。
た
と
え
ば
、
要
素
エ
に
関
わ
る
受
託

者
の
業
務
従
那
日
数
・
時
間
に
つ
い
て
は
、

事
実
の
概
要
２
③
が
指
摘
さ
れ
る
の
み
で
あ

る
。
平
成
六
年
度
の
Ｘ
の
受
持
区
域
の
放
送

受
信
契
約
数
は
少
な
く
と
も
約
一
万
七
二
○

○
件
で
あ
り
、
Ｘ
が
行
う
一
期
間
（
二
ヶ

月
）
の
訪
問
集
金
の
対
象
件
数
は
約
一
五
○

○
～
一
八
○
○
件
と
の
事
実
が
原
審
に
認
め

ら
れ
る
が
（
率
実
の
概
要
１
③
イ
の
労
判
八

六
八
号
八
二
頁
参
照
）
、
Ｘ
が
ど
れ
ほ
ど
の

稼
伽
日
数
、
さ
ら
に
は
一
日
あ
た
り
ど
れ
ほ

ど
の
稼
働
時
間
を
費
や
し
て
、
右
ノ
ル
マ
を

こ
な
し
て
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
ま

た
、
要
素
イ
に
関
わ
る
受
託
者
の
報
酬
に
つ

い
て
は
、
そ
の
大
ま
か
な
算
出
根
拠
・
方
法

に
関
す
る
事
実
の
概
要
２
⑦
が
あ
り
、
本
判

決
は
「
実
際
の
報
酬
額
は
…
、
平
成
五
年
度

に
つ
い
て
み
る
と
、
最
低
額
は
六
○
万
円

…
、
最
高
額
は
約
二
四
○
○
万
円
に
達
し
て

い
る
」
と
言
及
す
る
が
（
当
裁
判
所
の
判
断

３
労
判
八
六
八
号
八
○
頁
参
照
）
、
同
判
決

や
原
審
判
決
に
Ｘ
が
得
た
具
体
的
な
報
酬
額

（
９
）

の
記
述
は
見
あ
た
ら
な
い
。

本
判
決
が
採
用
し
た
と
解
さ
れ
る
従
来
の

判
断
枠
組
み
、
す
な
わ
ち
、
労
務
提
供
者
と

労
務
受
領
者
と
の
間
に
実
質
的
な
使
用
従
属

関
係
が
成
立
す
る
か
否
か
に
よ
っ
て
「
労
働

契
約
」
性
の
有
無
を
決
す
る
立
場
か
ら
す
れ

ば
、
確
か
に
抽
象
的
・
一
般
的
な
受
託
者
像

を
示
す
こ
と
も
必
要
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
踏

み
込
ん
で
、
訴
訟
当
事
者
で
あ
る
Ｘ
と
Ｙ
と

の
具
体
的
・
個
別
的
な
関
係
や
実
態
を
明
ら
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者
間
の
「
労
働
契
約
」
性
判
断
に
際
し
、
先

に
触
れ
た
従
来
の
裁
判
例
に
お
け
る
枠
組
み

で
臨
む
こ
と
を
一
般
論
と
し
て
明
確
に
判
示

す
る
と
と
も
に
、
抽
象
的
受
託
者
像
を
描
く

本
判
決
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
当
該
契
約
の

「
労
働
契
約
」
性
を
否
定
し
た
。
そ
の
意
味

で
、
本
判
決
は
先
例
と
し
て
の
大
き
な
役
割

を
果
た
し
た
こ
と
に
な
る
。
と
は
い
え
、
本

件
は
上
告
さ
れ
て
お
り
（
労
判
八
六
八
号
七

五
頁
参
照
）
、
最
高
裁
に
お
け
る
今
後
の
動

向
に
注
意
を
怠
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

．
と
と
も
過
去
の
同
種
事
例
に

締
と
の
唯
衡
が
な
お
検
討
さ

／
〈
で
あ
る
。

か
に
し
た
上
で
、
当
該
両
者
間
の
「
労
働
契

約
」
性
を
判
断
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。

本
判
決
に
対
す
る
評
者
の
最
大
か
つ
根
本
的

な
疑
問
は
こ
こ
に
あ
る
。
右
で
触
れ
た
イ
・

エ
の
各
要
素
は
、
他
と
比
較
す
る
と
、
ア
と

同
様
あ
る
い
は
そ
れ
に
次
い
で
「
労
働
契

約
」
性
判
断
に
対
し
て
よ
り
決
定
的
・
直
接

的
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
の
分
析
も
あ
る

（
肥
）

だ
け
に
、
そ
れ
ら
の
要
素
に
関
わ
る
事
実
認

定
を
欠
い
た
ま
ま
の
、
し
か
も
、
原
審
判
決

を
覆
し
て
ま
で
本
件
委
託
契
約
の
「
労
働
契

約
」
性
を
否
定
し
た
本
判
決
へ
の
評
価
は
消

極
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
評
者

は
、
か
り
に
本
件
委
託
契
約
の
「
労
働
契

・
約
些
性
が
否
定
さ
れ
る
に
し
て
も
、
そ
の
こ

と
が
本
催
即
時
解
約
の
法
的
正
当
性
を
論
理

必
然
的
に
導
く
と
は
解
し
か
ね
る
。
な
ぜ
な

ら
、
本
件
即
時
解
約
も
解
約
権
の
行
使
で
あ

る
以
上
、
た
と
え
Ｘ
が
四
九
件
の
不
正
な
事

務
処
理
を
行
っ
た
と
し
て
も
、
権
利
濫
用
法

理
（
民
法
一
条
三
項
）
に
基
づ
き
、
少
な
く

|｜
Iｌ

ｌ

Ｎ
Ｈ
Ｋ
盛
岡
放
送
局
事
件
第
一
審
判
決
（
盛

岡
地
判
平
一
五
・
一
二
・
二
六
判
例
集
未
登

戦
）
お
よ
び
同
控
訴
審
判
決
（
仙
台
高
判
平

一
六
・
九
・
二
九
労
判
八
八
一
号
一
五
○

頁
）
が
下
さ
れ
た
。
両
判
決
と
も
、
当
該
両

２
本
判
決
御
吋
）
筆
点
を
同
じ
く
す
る

基
づ
き
、
少
な
く

お
け
る
Ｙ
の
対
応

れ
る
べ
き
だ
か
ら

（
１
）
た
と
え
ば
、
平
成
一
五
年
度
厚
生
労
鋤
省
委

託
研
究
（
那
務
局
癖
（
社
）
ｎ
本
労
務
研
究
会
）

弓
労
働
者
の
範
囲
の
明
確
化
に
関
す
る
鯛
壷
研
究

報
告
欝
腸
（
二
○
○
四
年
二
月
）
七
八
頁
以
下
に

掲
戦
さ
れ
た
一
覧
表
［
烏
測
格
日
楽
・
山
川
和
義

共
同
作
成
〕
に
よ
っ
て
、
一
九
八
五
年
が
ら
二
○

○
三
年
ま
で
だ
け
で
も
、
当
該
訴
松
が
二
五
件

に
及
ぶ
こ
と
が
わ
か
る
。

（
２
）
前
掲
注
（
１
）
報
告
謀
二
七
頁
の
表
［
中

内
哲
作
成
］
に
掲
げ
ら
れ
た
那
件
等
の
ほ
か
、
最

近
の
事
例
と
し
て
、
藤
沢
労
基
署
長
事
件
（
大
工

負
傷
）
事
件
・
横
浜
地
判
平
一
六
・
三
・
一
一
二
労

判
八
七
六
号
四
一
頁
〔
消
極
］
が
あ
る
。

（
３
）
近
時
の
事
例
と
し
て
、
労
基
法
二
○
条
に
基

づ
く
解
屈
予
告
手
当
を
求
め
た
東
海
技
研
鄭
件
・

大
阪
地
判
平
一
五
・
八
・
一
労
経
速
一
八
六
三
号

三
頁
〔
委
託
販
売
員
・
消
極
〕
の
ほ
か
、
前
掲
注

（
１
）
報
告
書
一
一
八
～
二
九
頁
に
掲
載
さ
れ

た
表
［
中
内
哲
作
成
］
も
参
考
に
す
る
と
、
同
法

三
七
条
に
基
づ
く
時
間
外
荊
増
侭
金
を
求
め
た
実

正
寺
率
件
・
高
松
商
判
平
八
・
二
・
二
九
労
判

七
○
八
号
四
○
頁
、
同
法
三
九
条
に
基
づ
く
年
休

付
与
等
を
求
め
た
京
プ
ロ
期
件
・
大
阪
商
判
昭
六

二
・
二
・
一
一
六
労
判
四
九
六
号
七
四
頁
等
が
あ

‐
，
Ｉ

る
。

（
４
）
加
部
建
設
・
三
井
道
路
或
件
・
東
京
地
判
平

一
五
・
六
・
九
労
判
八
五
九
号
三
二
頁
［
傭
車
運

蛎
手
・
消
極
〕
の
ほ
か
、
前
掲
注
（
３
）
で
示
し

た
表
を
参
考
に
す
る
と
、
安
田
病
院
嚇
件
・
般
三

小
判
平
一
○
・
九
・
八
労
判
七
四
五
号
七
頁
、
メ

ガ
ネ
ド
ラ
ッ
グ
事
件
・
東
京
地
判
平
一
三
・
七
・

一
三
労
判
八
一
三
号
八
九
頁
等
が
あ
る
。

（
５
）
前
掲
注
（
２
）
（
３
）
で
示
し
た
表
に
掲
戦

さ
れ
た
駆
案
を
参
照
。
但
し
、
た
と
え
ば
、
第
二

類
型
の
那
案
で
、
守
衛
と
労
務
受
領
者
と
の
取
決

め
が
「
労
働
契
約
」
に
あ
た
る
か
を
検
証
す
る
江

東
運
送
事
件
・
東
京
地
判
平
八
・
一
○
・
一
四
労

判
七
○
六
号
三
七
頁
が
あ
る
一
方
、
第
三
類
型
の

或
案
で
、
工
湯
作
裁
溌
事
者
が
「
労
伽
者
」
か
逆

判
断
す
る
三
締
輸
送
槻
那
件
・
京
都
地
福
知
山
支

判
平
一
三
・
五
・
一
四
労
判
八
○
五
号
三
四
頁
も

存
在
す
る
。

（
６
）
前
掲
注
（
１
）
報
告
書
一
○
九
頁
以
下
［
中

内
哲
執
筆
］
参
照
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
諸
要
素

は
、
す
で
に
労
働
基
準
法
研
究
会
報
告
「
労
働
基

準
法
の
『
労
伽
者
陀
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
」

（
一
九
八
五
年
一
二
月
）
で
も
示
さ
れ
て
い
る
。

労
働
省
労
働
基
準
局
編
『
労
働
基
準
法
の
問
題
点

と
対
策
の
方
向
』
（
日
本
労
働
協
会
、
一
九
八
六

年
）
五
二
頁
以
下
、
同
報
告
態
六
○
頁
以
下
［
吉

田
美
喜
夫
執
築
〕
も
参
照
。

（
７
）
原
審
判
決
は
、
Ｘ
に
よ
る
四
九
件
の
不
正
な

聯
務
処
理
が
本
件
委
託
契
約
一
五
条
一
項
に
定
め

る
解
約
亦
由
（
こ
の
契
約
上
の
装
務
を
股
行
し
な

か
っ
た
と
き
）
に
該
当
し
、
本
件
即
時
解
約
は

「
正
当
な
…
も
の
と
し
て
是
認
…
で
き
る
」
と
し

た
（
当
裁
判
所
の
判
断
・
争
点
２
に
つ
い
て
⑤
労

判
八
六
八
号
八
八
頁
参
照
）
。

（
８
）
労
務
提
供
者
と
労
務
受
領
者
と
の
取
決
め
の

「
労
働
契
約
」
性
が
争
わ
れ
た
醜
例
で
、
本
件
の

よ
う
に
明
確
に
定
め
ら
れ
た
再
委
託
条
項
が
登
場

す
る
の
は
、
そ
も
そ
も
初
め
て
で
は
な
い
か
。

当
該
条
項
に
対
す
る
こ
う
し
た
評
価
が
生
ま
れ

る
前
提
は
、
使
用
者
に
対
す
る
労
働
者
の
一
身
専

屈
性
に
あ
る
と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
そ
の
根
拠
規
定
た
る
民
法
六
二
五
条
二

項
は
、
使
用
者
の
承
諾
を
要
件
と
し
て
労
働
者
が

第
三
者
を
用
い
る
こ
と
を
許
容
し
て
い
る
。
こ
の

含
意
は
、
労
働
契
約
関
係
の
存
在
と
要
素
オ
と
は

術
に
二
律
背
反
す
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
（
た
と
え
ば
、
我
妻
栄
『
価
権
各
論

中
巻
二
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
）
五
六

六
頁
参
照
）
。
実
際
、
前
掲
注
（
３
）
で
示
し
た

表
を
参
照
す
る
と
、
労
務
提
供
の
代
替
性
が
肯
定

さ
れ
な
が
ら
「
労
働
契
約
」
性
を
認
め
た
判
断
が

散
見
さ
れ
る
。
他
方
、
再
委
託
に
よ
り
受
託
業
務

に
支
障
が
生
じ
た
旨
の
聯
実
は
認
め
ら
れ
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
再
委
託
条
項
は
、
右
に
い

う
「
使
用
者
の
承
諾
」
に
該
当
す
る
と
解
し
て
差

し
支
え
な
く
、
評
者
は
、
当
該
条
頑
の
存
在
を

「
労
働
契
約
」
性
を
否
定
す
る
方
向
で
評
価
す
る

本
判
決
の
立
場
を
支
持
で
き
な
い
。

（
９
）
Ｘ
が
月
額
約
六
六
万
円
を
得
て
い
た
こ
と
を

推
測
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
（
原
群
判
決
・

諦
求
２
労
判
八
六
八
号
八
一
頁
参
照
）
、
両
判
決

と
も
こ
れ
に
関
す
る
訓
実
を
認
定
し
て
い
な
い
。

（
、
）
前
掲
注
（
１
）
報
告
鯉
二
四
頁
［
中
内
哲

執
筆
］
参
照
。

（
、
）
谷
口
Ⅱ
石
田
編
『
新
版
注
釈
民
法
側
［
改
訂

版
］
』
（
有
斐
閣
、
二
○
○
二
年
）
一
六
三
頁
以
下

［
安
永
正
昭
執
飾
］
等
参
照
。

（
な
か
う
ち
・
さ
と
し
北
九
州
市
立
大
学
助
教
授
）砿

１２１－ＮＨＫ受信料集金等受託者に対する即時解約の法的是非

’


